
27 
 

 岐阜県 
ア これまでの孤独・孤立関連の取組 
岐阜県では、従来から貧困対策、自殺予防、ひきこもり支援、虐待・家庭内暴力の防止等に向

け、相談支援、就労支援、生活支援等の対策を実施してきた。 
岐阜県がこれまで実施してきた主な取組は以下のとおりである。 

 
4-２-1 岐阜県がこれまで実施してきた孤独・孤立に関連する取組の一部 

相談支援 自殺予防の LINE相談窓口、DV被害者向け相談窓口、いじめ電話相談窓口 
等 

就労支援 ひとり親への就労支援、若者の自立・就労支援 等 

生活支援 生活困窮者への自立支援・貸付支援、高齢者や障がい者向け日常生活自立支援 
等 

 
2021（令和 3）年度からは孤独・孤立に対応するため、岐阜県孤独・孤立対策庁内連携会議

を設置した。同会議は関連する事業を所管する庁内 25課 2（知事部局・教育委員会・警察本
部）で構成され、国の動向等を共有しながら連携を図ってきた。 
また、岐阜県下の市町村とも定期的に意見交換会を実施し、同様に国の動向等を共有しながら連

携を図ってきている。 
上記に加え、2021（令和 3）年度からは市町村や NPO等へのヒアリングを実施し、現状の孤

独・孤立対策の課題の洗い出しを行うとともに、孤独・孤立に関連する各種支援策、相談窓口一覧
の県ホームページへの掲載等を進め、孤独・孤立対策を進めてきた。 
 
イ 孤独・孤立対策に取り組むきっかけ 
岐阜県が孤独・孤立対策に取り組む主なきっかけは２つある。 
１つ目はコロナ禍において孤独・孤立問題が深刻化したことである。コロナ禍において、自殺者や生

活困窮者の増加が顕著となっている。岐阜県では、2021（令和 3）年の県内自殺者数が、2014
（平成 26）年以降、７年ぶりに増加した。 
 

 
  

                                         
2 【知事部局】 
清流の国推進部︓地域振興課、外国人活躍・共生社会推進課 
環境生活部︓廃棄物対策課、県民生活課、私学振興・青少年課、人権施策推進課 
健康福祉部︓保健医療課、薬務水道課、地域福祉課、高齢福祉課、障害福祉課、子ども・女性局男女共同参画・女性の活躍
推進課、子ども・女性局子育て支援課、子ども・女性局子ども家庭課 
商工労働部︓労働雇用課、産業人材課、観光国際局国際交流課 
農政部︓農産物流通課、農業経営課 
都市建築部︓住宅課 
【教育委員会】 
教育委員会事務局︓教育財務課、学校安全課 
【警察本部】 
総務室広報県民課、生活安全部生活安全総務課、地域部地域課 
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4-２-2 岐阜県の自殺者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所）岐阜県資料 
 
また、生活困窮に関する自立相談支援窓口への相談件数が、2019（令和元）年度と比較して

2020（令和 2）年度は約 3.4倍、2021（令和 3）年度は約 2.3倍に増加し、高止まりの傾向
にある。 

 
4-２-3 生活困窮者自立相談支援窓口 新規相談件数（岐阜県全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相談窓口は市の場合は各市又は市社会福祉協議会等、町村の場合は県社会福祉協議会。 
（出所）岐阜県資料 

 
上記のとおり、コロナ禍において、自殺者や生活困窮者の増加が顕著となっている。 
また、コロナ禍でのステイホームやソーシャルディスタンシング等により人と人とが触れ合う機会が減少し

たため、どこにも相談できず一人で悩みを抱えることとなり、外部から見えにくい孤独・孤立に陥る人がさ
らに増加することも懸念される状況にある。 
２つ目は、県庁内において、孤独・孤立対策の推進に向け、行政と NPO等の民間支援団体の効

果的な連携が必要であるとの認識が高まってきたことである。岐阜県では、これまでも県庁内や市町村
とは一定の連携が図れてきた一方で、NPO等の民間支援団体とは個々の分野においてはつながりが
あるものの、孤独・孤立対策の観点からは有機的な連携ができていなかった。これまでの取組や NPO
等の支援団体へのヒアリング等を通して、行政、NPO等支援団体が効果的に連携して支援を行うた
めには、活動内容や取組課題について相互理解を促進すること、支援分野、支援対象、支援地域間
で横断的な支援情報を共有すること、地域住民の理解を深めるための情報発信を行うこと等が必要
であるとの認識が高まった。そこで岐阜県がリーダーシップを取り、岐阜県と県下の市町村、NPO等民
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間支援団体とが連携し、県内における孤独・孤立対策を推進する基盤を構築するために、岐阜県孤
独・孤立対策官民連携プラットフォームを設立することとした。 
 
ウ 連携プラットフォーム設立に向けた取組 
連携プラットフォームの目指す姿、機能、組織形態、体制、連携プラットフォーム設立手順、設立に

あたっての課題と工夫を整理した。 
 
（ア） 連携プラットフォームの目指す姿 
岐阜県では、上述の問題認識の下で連携プラットフォームを設立することにより、県、市町村、NPO

等支援団体間の相互理解を図りながら効果的に連携して孤独・孤立問題への取組を進めていくことと
した。 
目指す姿の設定にあたっては、関係課や NPO等の支援団体へのヒアリングを実施し、そこでの指摘

を踏まえて検討を進めた。ヒアリングで指摘されたプラットフォームに求められる機能は下記のとおりであ
る。 

 
4-２-4 ヒアリングで指摘された連携プラットフォームに求められる機能 

県、市町村、NPO等の支援団体の連携強化 
 県、市町村等の行政機関と NPO等の民間支援団体の間での相互理解を促進し、活

動内容や取組課題を共有することで、連携事業の実施を推進。 
 NPO等の民間支援団体間のネットワークを強化し、孤独・孤立に関する様々な問題に

悩む人に対して複合的な支援を提供。属人的になりがちな民間支援団体間のネットワ
ークを強靭化。 

 市町村等の基礎自治体単位での対応にとどまらない課題に、自治体間で連携してより
広域のエリア（5圏域等）で対応。県がエリアごとに基礎自治体や支援団体を取りまと
めた活動基盤を提供。 

孤独・孤立に係る横断的な情報の共有 
 孤独・孤立に関する様々な問題に悩む人に対して複合的な支援を提供するために、関

係する行政機関及び支援団体間での分野横断での情報共有の促進。 
 年齢等に応じて支援を担当する行政部局や支援団体が変わり、所管課、所管団体が

変わることで支援情報が分断されて非効率。情報のシームレスな引継を可能にすること
で、効果的、効率的な支援を実現。 

 孤独・孤立に悩む人の転居時等に移転元と移転先での支援の引継ぎを効率化。 
情報発信 

 自殺や引きこもり、生活困窮等の様々な問題を孤独・孤立というテーマで包括的に発信
することにより、県民の孤独・孤立に関する関心を喚起し、理解を深める。 

 
ヒアリング結果等も踏まえて検討された連携プラットフォームの設立の目的は大きく３点である。 
１点目は、県、市町村、NPO等の支援団体間の連携強化である。県や市町村等の行政機関と

NPO等の民間支援団体の間での相互理解を促進し、各々の活動内容や取組課題を共有すること
で連携した事業の実施を推進することに加え、NPO等の民間支援団体間のネットワークを強化し、
様々な問題に悩む人に対して連携した支援を提供すること等を目指す。 
２点目は横断的な情報共有である。孤独・孤立に関する様々な問題に悩む人に対して連携した

支援を提供するため、 関係する行政機関及び支援団体間での分野横断での情報共有を促進する
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とともに、国や県が発信する情報の共有や各支援団体の取組事例等の紹介を行うことで、孤独・孤立
対策の取組ノウハウを横展開し、県内の取組を強化していくことを目指す。 
３点目は包括的な情報発信である。自殺やひきこもり 、生活困窮等の様々な問題を孤独・孤立

というテーマで包括的に発信することにより 、県民の孤独・孤立に関する関心を喚起し、理解を深める
ことを目指す。 
上記の目的意識を踏まえ、官民連携での活動、情報共有、情報発信等を行うための連携プラット

フォームを目指すこととした。 
 

4-２-5 連携プラットフォームが目指す姿 

目指す姿 
県、市町村、NPO等の支援団体間の「連携強化」、横断的な「情報共有」、包括
的な「情報発信」を行うことを目的に、官民連携での活動、情報共有、情報発信
等を行うための連携プラットフォームを目指す。 

 
（イ） 連携プラットフォームの機能 
前述の連携プラットフォームの設立目的、目指すべき姿を踏まえ、岐阜県孤独・孤立対策官民連

携プラットフォームにおいては、特にこれまで有機的な連携ができていなかった行政機関と NPO等支援
団体の相互理解を深め、効果的に連携することに主眼が置かれた。 
孤独・孤立問題への具体的な事業や対策は基礎自治体単位、エリア単位で取り組むことになるた

め、そういった取組をバックアップするための役割を果たす機能が期待されている。 
岐阜県における連携プラットフォームの機能は下図のとおりである。 

 
4-２-6 連携プラットフォームの機能 

目的 機能 概要 

県、市町村及び
NPO等の支援
団体間の 
「連携強化」 

連携した支援の
提供 

 県、市町村、NPO 等間のネットワークを強化し、複
雑な悩みを抱える人へ連携した支援を提供。 

連携した取組の
推進 

 岐阜県の孤独・孤立対策の取組方針や施策の方
向性等の策定 

 連携プラットフォームにおける連携事業の企画・実施 
 連携プラットフォーム参加団体による「分科会」を設

立し、分野横断型テーマへの勉強会等を実施（必
要に応じて実施）。 

横断的な 
「情報共有」 

関係機関間の情
報共有 

 国や県、市町村、NPO等の孤独・孤立対策に関す
る情報を相互共有。 

各支援窓口の取
組事例や課題の

共有 

 支援窓口における取組の好事例や課題を共有する
ことで、他の支援窓口で活用。 

包括的な 
「情報発信」 

孤独・孤立対策の
周知・啓発 

 様々な取組を「孤独・孤立対策」の包括的なテーマ
で情報発信することで、県民の理解促進を図る。 

 
（ウ） 組織形態 
岐阜県には、県庁内の連携会議体として、2021（令和 3）年度に設置された「岐阜県孤独・孤

立対策庁内連携会議」が存在するが、市町村や NPO等の民間支援団体とより効果的な連携を推
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進し、孤独・孤立に取り組む様々な関係団体が参画できるように「岐阜県孤独・孤立対策官民連携
プラットフォーム」を新設した。 

 
（エ） 参加団体及びその選出方法 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの参加団体は、国の孤独・孤立対策官民連携プ

ラットフォームを参考にして、「幹事団体」と「一般団体」で構成することとした。 
連携プラットフォームに主体的に参画し、提言する能力を有する県内の主要な市町村や中核的な

支援団体を幹事団体とすることで、連携プラットフォームにおける活動や情報発信への積極的な参画を
促し、支援団体の知見や発信力を最大限に発揮してもらうことを期待している。 
なお、連携プラットフォームの目的、活動内容及び参加団体の入会要件は「岐阜県孤独・孤立対

策官民連携プラットフォーム規約」及び「岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム入会規則」
によって規定している。規約類を定めることにより、連携プラットフォームへの参加を希望する一般団体の
要件や参加手続きを明確化した。 

 
① 幹事団体 
幹事団体は、岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの中でも「プラットフォーム会議」を構

成し、活動方針等の検討を担うことを期待する団体である。したがって孤独・孤立に関連する各分野に
おいて県内で中核的な役割を担っており、連携プラットフォーム活動に主体的に取り組んでもらうことが
可能な団体や市町村を県が選定した。 
第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議（後述）が開催された 2023（令

和 5）年 2月 27日時点において、幹事団体は 12団体で構成されている（岐阜県地域福祉課が
事務局となり、連携プラットフォーム全体の運営・企画、幹事団体の候補選定、一般団体の募集・審
査を実施。）。 
プラットフォーム会議の具体的な構成団体（幹事団体）は以下のとおりである。 

 
4-２-7 「プラットフォーム会議」の構成団体（幹事団体） 

幹事団体 

 岐阜県民生委員児童委員協議会 
 岐阜市 
 神戸町 
 岐阜市生活・就労サポートセンター 
 一般社団法人よりそいネットワークぎふ 
 特定非営利活動法人ぎふ NPO センター 
 岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 
 一般社団法人岐阜県助産師会 
 一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク 
 特定非営利活動法人岐阜いのちの電話協会 
 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 
 岐阜県（地域福祉課が事務局を担当） 

 
② 一般団体 
一般団体は、上記「プラットフォーム会議」と連携して孤独・孤立に関連する様々な取組に参画する

ことを期待しており、県内の市町村、社会福祉協議会、NPO法人等民間支援団体等関係団体から
幅広く参画を募った。一般団体は、行政機関（県、市町村）もしくは幹事団体からの推薦を要件と
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し、事務局の審査を経て入会が認められることとした。入会の具体的な要件については規約及び入会
規則の中で定めている。 

2023（令和 5）年３月９日時点で、プラットフォーム会議メンバーを除き市町村 40、社協 42、
NPO等支援団体 70の計 152団体が参画している（幹事団体を含めると、県 1、市町村 42、社
協 43、NPO等支援団体 78 の合計 164団体）。 
参加団体の一覧は以下のとおりである。 
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4-２-8 岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム加入団体一覧 
（2023（令和 5）年３月９日時点） 

  全体
No.

区分
No.

区分 団体名
幹事
団体

1 1 （ 特非） 岐阜いのちの電話協会 ○

2 2 （ 一社） より そいネッ ト ワーク ぎふ ○

3 3 （ 一社） ぎふ学習支援ネッ ト ワーク ○

4 4 （ 一社） 岐阜県助産師会 ○

5 5 岐阜県ひと り 親家庭等就業・ 自立支援センタ ー ○

6 6 岐阜市生活・ 就労サポート センタ ー ○

7 7 岐阜県民生委員児童委員協議会 ○

8 8 （ 特非） ぎふＮ Ｐ Ｏ センタ ー ○

9 9 （ 福） 大垣市社会福祉事業団

10 10 （ 公財） 岐阜県国際交流センタ ー

11 11 （ 公社） ぎふ犯罪被害者支援センタ ー

12 12 （ 特非） Mama' s Caf é

13 13 （ 特非） ぎふ多胎ネッ ト

14 14 （ 特非） まぁ ーる

15 15 岐阜キッ ズな（ 絆） 支援室

16 16 地域たすけあいの会

17 17 （ 一社） 日本少子化対策ネッ ト ワーク

18 18 （ 一社） いび森のよう ちえん　 こ だぬき

19 19 （ 一社） よだか総合研究所

20 20 CODE f or  GI FU

21 21 （ 特非） キッ ズスク エア瑞穂

22 22 （ 特非） チャ イ ルド ラ イ ンぎふ

23 23 （ 特非） 泉京・ 垂井

24 24 （ 一社） Candeed

25 25 みんなの「 青い手」

26 26 （ 特非） フ ード バンク ぎふ

27 27 岐阜県臨床心理士・ 公認心理師協会

28 28 （ 一社） えな健幸生活支援隊

29 29 （ 特非） ふれあいの家

30 30 岐阜県地域包括・ 在宅介護支援センタ ー協議会

31 31 （ 公社） 認知症の人と 家族の会　 岐阜県支部

32 32 （ 株） く ら し ケア

33 33 （ 株） 代吉

34 34 Man t o Man Ani mo（ 株）

35 35 （ 特非） かがやけ安八

36 36 （ 特非） ほっ と ら いふワーク ス　 こ こ く ら す

37 37 （ 特非） つむぎの森

38 38 シングルマザーと その子ども たちの会～f r eel y～

39 39 （ 特非） と ーたす

40 40 （ 特非） グラ シアス

Ｎ Ｐ Ｏ 等
（ 78）
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  全体

No.
区分
No.

区分 団体名
幹事
団体

41 41 （ 特非） スマイ ルBasket

42 42 （ 一財） 岐阜県身体障害者福祉協会

43 43 （ 特非） ぎふ難聴者協会

44 44 （ 一社） 岐阜県手をつなぐ 育成会

45 45 岐阜県自閉症協会

46 46 （ 福） 飛騨慈光会　 ひだ障がい者総合支援センタ ーぷり ずむ

47 47 （ 特非） 仕事工房ポポロ

48 48 （ 特非） アースアズマザー岐阜

49 49 西濃地域ひき こ も る子ども を持つ家族会

50 50 （ 一社） サステイ ナブル・ サポート

51 51 岐阜県難病団体連絡協議会

52 52 （ 医） 杏野会　 各務原病院　

53 53 各務原病院依存症治療グループアローズ

54 54 各務原病院依存症基本教育ベク ト ル

55 55 （ 特非） 岐阜ダルク

56 56 （ 特非） 岐阜県断酒連合会

57 57 多胎児サーク ル　 Ｇ ・ ツイ ンズ

58 58 （ 特非） えん

59 59 （ 特非） 岐阜空き 家・ 相続共生ネッ ト

60 60 防災災害子ども 支援　 チームひまわり

61 61 てにておラ ジオ

62 62 ひと り 親ピアサポート 団体「 ひと り 親Cheer s」

63 63 ペーパーリ ーフ アート 倶楽部

64 64 リ レー・ フ ォ ー・ ラ イ フ ・ ジャ パン岐阜実行委員会

65 65 楽笑会

66 66 （ 一社） 岐阜県訪問看護ステーショ ン連絡協議会

67 67 岐阜市筋ト レサポータ ー協議会

68 68 （ 特非） 授業改革学会

69 69 小さ な声から 未来をつく る会

70 70 （ 認定・ 特非） 人と 動物の共生センタ ー

71 71 生命の宿木

72 72 岐阜ド レミ フ ァ の会（ Ｋ Ｈ Ｊ 全国引き こ も り 家族会連合会岐阜支部）

73 73 （ 特非） みんなで子育てド ロッ プス

74 74 （ 一社） セカ ンド ベース東濃

75 75 ( 特非） つなぐ わ

76 76 岐阜県児童福祉協議会

77 77 （ 特非） あゆみだし た女性と 子ども の会

78 78 （ 特非） 飛騨高山わら べう たの会

Ｎ Ｐ Ｏ 等
( 78)
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  全体

No.
区分
No.

区分 団体名
幹事
団体

79 1 岐阜県社会福祉協議会 ○

80 2 岐阜市社会福祉協議会

81 3 大垣市社会福祉協議会

82 4 高山市社会福祉協議会

83 5 多治見市社会福祉協議会

84 6 関市社会福祉協議会

85 7 中津川市社会福祉協議会

86 8 美濃市社会福祉協議会

87 9 瑞浪市社会福祉協議会

88 10 羽島市社会福祉協議会

89 11 恵那市社会福祉協議会

90 12 美濃加茂市社会福祉協議会

91 13 土岐市社会福祉協議会

92 14 各務原市社会福祉協議会

93 15 可児市社会福祉協議会

94 16 山県市社会福祉協議会

95 17 瑞穂市社会福祉協議会

96 18 飛騨市社会福祉協議会

97 19 本巣市社会福祉協議会

98 20 郡上市社会福祉協議会

99 21 下呂市社会福祉協議会

100 22 海津市社会福祉協議会

101 23 岐南町社会福祉協議会

102 24 笠松町社会福祉協議会

103 25 養老町社会福祉協議会

104 26 垂井町社会福祉協議会

105 27 関ケ原町社会福祉協議会

106 28 神戸町社会福祉協議会

107 29 輪之内町社会福祉協議会

108 30 安八町社会福祉協議会

109 31 揖斐川町社会福祉協議会

110 32 大野町社会福祉協議会

111 33 池田町社会福祉協議会

112 34 北方町社会福祉協議会

113 35 坂祝町社会福祉協議会

114 36 富加町社会福祉協議会

115 37 川辺町社会福祉協議会

116 38 七宗町社会福祉協議会

117 39 八百津町社会福祉協議会

118 40 白川町社会福祉協議会

119 41 東白川村社会福祉協議会

120 42 御嵩町社会福祉協議会

121 43 白川村社会福祉協議会

社協
( 43)
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全体
No.

区分
No.

区分 団体名
幹事
団体

122 1 岐阜市 ○

123 2 大垣市

124 3 高山市

125 4 多治見市

126 5 関市

127 6 中津川市

128 7 美濃市

129 8 瑞浪市

130 9 羽島市

131 10 恵那市

132 11 美濃加茂市

133 12 土岐市

134 13 各務原市

135 14 可児市

136 15 山県市

137 16 瑞穂市

138 17 飛騨市

139 18 本巣市

140 19 郡上市

141 20 下呂市

142 21 海津市

143 22 岐南町

144 23 笠松町

145 24 養老町

146 25 垂井町

147 26 関ケ原町

148 27 神戸町 ○

149 28 輪之内町

150 29 安八町

151 30 揖斐川町

152 31 大野町

153 32 池田町

154 33 北方町

155 34 坂祝町

156 35 富加町

157 36 川辺町

158 37 七宗町

159 38 八百津町

160 39 白川町

161 40 東白川村

162 41 御嵩町

163 42 白川村

164 1 岐阜県 岐阜県 ○

市町村
（ 42）
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4-２-9 岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム規約 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム規約 

 

（名称）  

第１条 本会は、「岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」と称する。  

 

（目的）  

第２条 本会は、本県の孤独・孤立対策に取り組む多様なＮＰＯ等支援組織と行政機関と

の複合的な官民の連携を強化することにより、孤独・孤立対策の取組みの推進につなげ

ることを目的とする。  

 

（活動内容）  

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。  

一 県、市町村及びＮＰＯ等支援組織間の連携強化 

二 分野横断的な情報共有 

三 包括的な情報発信  

四 その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 

（事業年度）  

第４条 本会の事業年度は、４月１日から３月３１日までとする。 

  

（会員等）  

第５条 本会は、本会の目的に賛同し、本規約を順守する、幹事団体及び一般団体により

組織する。  

一 幹事団体 

孤独・孤立対策に関連する分野において県内で中核的な役割を担い、かつ、本会の

活動に主体的に取り組むことが可能な行政機関及びＮＰＯ等支援組織 

 二 一般団体 

前号以外の孤独・孤立対策に関連する取組みを行う行政機関及びＮＰＯ等支援組織 

 

（入会）  

第６条 本会の幹事団体として加入候補となっている団体は、事務局へ幹事団体加入内諾

書（別添様式）を提出するものとする。 

２ 新たに本会の一般団体を希望するものは、別に定める入会申込書を事務局に提出する

ものとし、事務局において入会が適切であると認める場合に、会員となることができ

る。  
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（会費）  

第７条 会費は徴収しない。ただし、プラットフォーム会議において必要と認められると

きは、本会の運営に必要な実費の負担を会員に求めることができる。 

 

（退会・除名）  

第８条 一般団体が本会を退会しようとする場合は、退会の意志を書面により事務局に届

け出て、任意に退会することができる。また、会員が次の事項のいずれかに該当すると

きは、該当団体等に事前に弁明の機会を与えた上で、プラットフォーム会議の議決を経

て除名することができる。  

一 １年以上、連絡がとれない場合  

二 本規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき  

三 会員が解散又は営業を停止したとき  

四 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき  

五 その他本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき  

 

（プラットフォーム会議の構成）  

第９条 本会の幹事団体により構成するプラットフォーム会議を設置する。  

 

（プラットフォーム会議の機能）  

第１０条 プラットフォーム会議は、この規約に別に定めることのほか、次の事項を議決

する。  

一 本会に関する規定の策定・改廃 

二 幹事団体の選出・退会  

三 一般団体の除名 

四 その他、本会の目的を達成するために必要な事項 

  

（プラットフォーム会議の開催）  

第１１条 プラットフォーム会議は、必要の都度、幹事団体又は事務局の要請により開催

する。  

２ 議長は原則選出しないが、必要に応じて出席会員の互選により選出することができ

る。  

３ プラットフォーム会議には、必要に応じて幹事団体以外の者の出席を求めることがで

きる。  
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（プラットフォーム会議の定足数）  

第１２条 プラットフォーム会議は、幹事団体の３分の２以上の出席をもって成立するも

のとする。  

２ 前項の出席者には、表決の委任をしたものも含む。  

 

（プラットフォーム会議の決議）  

第１３条 プラットフォーム会議の議事は、議決に加わることのできる出席会員の３分の

２以上の賛成により決定する。  

２ 議長は採決に加わることができない。 

３ プラットフォーム会議に出席しない幹事団体は、あらかじめ通知された事項につい

て、書面をもって出席する幹事団体を代理人として表決を委任することができる。  

４ プラットフォーム会議の議事に対して、電子メールによる意思表明もできるものとす

る。電子メールにより一つ以上の議案に対して賛否の意思表明を行った幹事団体につい

ては、出席会員として数える。 

５ 前条第１項の規定にかかわらず、幹事団体の３分の２以上が書面又は電磁的記録によ

り賛成の意思表示をしたときは、プラットフォーム会議の決議があったものとみなす。 

  

（議案の提案権）  

第１４条 プラットフォーム会議への議案は幹事団体又は事務局が提案する。  

 

（事務局）  

第１５条 本会の事務の執行を円滑におこなうため県地域福祉課に事務局をおく。  

 

（分科会等）  

第１６条 活動の必要に応じて、本会に会員の一部により組織された分科会等を設置する

ことができる。  

 

附 則  

この規約は、令和５年２月２７日より施行する。  
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（別添） 

 

岐阜県孤独・孤立対策 

官民連携プラットフォーム事務局 御中 

（岐阜県地域福祉課） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

幹 事 団 体 加 入 内 諾 書 

 

 

岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの幹事団体に加入することを内諾しま

す。 

 

 

 

 

  団体名                        

 

 

    代表者役職・氏名                                        
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4-２-10 岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム一般団体入会規則 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム一般団体入会規則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム（以下「本会」と

いう。）規約第６条第２項及び第８条の規定に基づき、本会の一般団体としての会員の入

会及び退会に関し（行政機関及び社会福祉協議会は除く）、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（入会基準及び手続） 

第２条 本会の会員として入会しようとする団体等からは、別紙１（入会申込書）及び別

紙２（県・市町村・幹事団体からの推薦書）の提出を求めることとする。 

２ 前項の入会申し込みに対しては、事務局において入会の可否を決定し、これを申込者

に通知する。 

３ 前項の入会の可否の決定に当たっては、主に以下の点を確認する。  

一 団体等の活動が孤独・孤立対策の推進に関連があること  

二 暴力団等反社会的勢力と関係がないこと  

三 幹事団体の推薦があること 

４ 入会できる団体等は、ＮＰＯ、社会福祉法人、財団法人、社団法人、任意団体、民間

企業などとし、個人での入会は認めない。 

 

（会員名簿及び会員に関する情報の取扱い） 

第３条 本会の会員は、本会の管理する会員名簿に登録する。 

２ 前条の入会申込書に記載した事項に変更があった場合は、当該会員は、遅滞なく別紙

３（変更届）を事務局に提出しなければならない。 

３ 会員名簿に登録された会員に関する情報については、原則、会員同士で共有されると

ともに、公開されるものとする。 

 

（退会事由及び手続） 

第４条 会員は、別紙４（退会届）を提出して、任意に退会することができる。この場合

は、会員名簿の登録を抹消する。 

２ 本会規約第８条の定めにより、本会から除名された場合、前項に準じて会員名簿の登

録を抹消する。 

 

（再入会） 

第５条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由

を記した説明書と共に、改めて第２条に定める入会申込書の提出を求めることとする。 

２ 前項の再入会申込に対しては、事務局において再入会の可否を決定し、これを申込者

に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限

り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後３年間

は再入会を認めないこととする。 

 

（改 廃） 
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第６条 この規則の改廃は、軽微な内容を除き検討会の決議をもって行う。 

 

附  則 

この規程は、令和５年２月２７日から施行する。 

 
 
（オ） 連携プラットフォームの概要 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの概要は以下のとおりである。 
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4-２-11 岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの概要 

幹事団体の主な機能の概要 一般団体の主な機能 
 連携プラットフォーム活動の「企画」 

 連携プラットフォームにおける孤独・孤立対策の
「活動方針」や「施策の方向性」等を検討。 

 連携プラットフォーム参加団体で実施する連携
事業等を企画。 

 連携プラットフォーム活動の「周知・発信」 
 連携プラットフォーム活動について積極的に周

知・発信。 
 連携プラットフォーム活動の「検証」 

 当該年度の連携プラットフォームの活動実績や
取組内容を検証。 

 連携した支援の提供 
 連携プラットフォーム参加団体の連絡先や活動概要等を共有し、複雑な悩みを抱える方

へ相互連携した支援を提供。 
 連携事業の実施や分科会への参加 

 幹事団体が企画する連携事業の実施 
 連携プラットフォーム参加団体同士が、相互に工夫・企画する連携事業を自由に実施。 

 分野横断的な情報共有 
 連携プラットフォーム参加団体間の積極的な情報共有 

 孤独・孤立の情報発信 
 支援窓口の取組を「孤独・孤立」という包括的なテーマで情報発信することにより、県民へ

の理解促進。 

岐阜県民生委員児童委員協議会
岐阜市
神戸町
岐阜市生活・就労サポートセンター
一般社団法人よりそいネットワークぎふ
特定非営利活動法人ぎふNPOセンター
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
一般社団法人岐阜県助産師会
一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク
特定非営利活動法人岐阜いのちの電話協会
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
岐阜県

幹事団体

【幹事団体の機能】
1 PF活動の「企画」
2 PF活動の「周知・発信」
3 PF活動の「検証」
4 県の孤独・孤立対策への提言
5 規定や幹事団体の決定

プラットフォーム会議

公募により選定（選出方
法は下記の通り）。

プラットフォーム会議メン
バーを除き、全市町村40、
全市町村社協42、NPO
等支援団体70の計152
団体が参画（3月9日時
点）。

一般団体
プラットフォーム会議が中
心となって企画したPFでの
取組への参加を呼びかけ

PFでの取組
への参加

【一般団体の機能】
1 連携した支援の提供
2 連携事業の実施や分科会への参加
3 分野横断的な情報共有
4 孤独・孤立の情報発信

分科会

分科会

1 ネットワーキング
（連携強化）
2 現場情報の共有、
課題解決に向けた
事業の実施

必要に応じて
次年度以降具体化

岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム

※岐阜県地域福祉課が事務局となり、PF全体の運営・企画、
幹事団体の候補選定、一般団体の募集・審査を実施。
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（カ） 連携プラットフォーム会合の概要 
2023（令和 5）年 2月 27日に幹事団体が集まり、第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携

プラットフォーム会議を開催した。開催概要は以下のとおりである。 
 

4-２-12 第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議の概要 
開催日時 2023年 2月 27日 10時 00分～11時 00分 
場所 岐阜県庁会議室 

出席者 
参加団体 

（幹事団体） 

岐阜県民生委員児童委員協議会 
岐阜市 
神戸町 
岐阜市生活・就労サポートセンター 
一般社団法人よりそいネットワークぎふ 
特定非営利活動法人ぎふ NPO センター 
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 
一般社団法人岐阜県助産師会 
一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク 
特定非営利活動法人岐阜いのちの電話協会 
社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 
岐阜県 

オブザーバー 株式会社日本総合研究所 

議題 

 岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの概要 
 加入団体の紹介 
 岐阜県の孤独・孤立実態把握調査結果 
 支援を届けるための研修の実施結果 
 意見交換 
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第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議では、幹事団体から今後の連携プラ
ットフォームを通じた活動を担っていくことについての決意表明がなされた。同時に、岐阜県に対しても、
活動を形骸化させることなく、具体的な活動につなげるために連携プラットフォームの積極的な運用を期
待するという意見が出された。 
 
（キ） 連携プラットフォーム設立手順 
① 庁内検討体制 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム設立に向けた検討は、「地域共生社会の実現」に

向けた取組や福祉分野の企画を行う健康福祉部地域福祉課が担当した。 
限られた期間の中で関係各課や民間団体の意見を踏まえた検討を進める必要があったため、健康

福祉部長の下で地域福祉課が中心となって検討を進め、連携プラットフォームの参加団体や機能等を
正式に決定した。 

 
② 連携プラットフォーム設立の手順 
岐阜県は６つの手順で孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを設立した。 

 
4-２-13 連携プラットフォーム設立までの手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐阜県にてPFの素案検討・作成
• NPO等の民間支援団体等へのヒアリングを実施。関係機関が連携して孤
独・孤立に取り組んでいく上での課題やPFに求められる役割、機能を整理。

• 上記の役割・機能を担うために最適なPFの構成、運営方法を検討。

• PFの中核として期待される関係団体を集めて意見交換会を実施。
• ヒアリング結果等を踏まえてPFに求められる役割、機能（仮説）を取りま
とめ、関係団体と意見交換。

第１回PF会議の開催

時期 2023/2/27 10～11時
場所 岐阜県庁内

参加者 PF幹事団体
オブザーバー︓日本総研

協議
事項

• 活動方針、参加団体の説明、幹事団体からの決意表明
• 実態把握調査、研修の実施結果の報告

孤独・孤立対策の推進、PF立ち上げを周知

関係団体との意見交換会の開催

• 第１回PF会議の開催に合わせてプレスリリースを行い情報発信。

一般団体の募集開始
• 設立準備会での合意を踏まえ、PF設立を具体化（規約策定等）。
• 幹事団体や県内の市町村、県関係課を通じて、一般団体の募集を開始。

• 意見交換会の結果を踏まえ、幹事団体候補を集めて、プラットフォームの
役割、機能に関する本格検討を実施。

• PFの機能、役割、幹事団体について関係団体と合意。

PF設立準備会の開催
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１つ目の工程は、担当課である地域福祉課が中心となって NPO等の民間支援団体等へのヒアリ

ングを実施し、関係機関が連携して孤独・孤立に取り組んでいく上での課題や連携プラットフォームに求
められる役割、機能を整理し、最適な連携プラットフォームの構成、運営方法を検討した。 
２つ目の工程は、地域福祉課で検討した連携プラットフォームに求められる機能、役割（仮説）を

もとに、関係団体との意見交換会を実施した（2022（令和 4）年 12月 1日）。意見交換会で
は連携プラットフォームの中核を担うことを期待される関係団体を集め、意見聴取した。 
３つ目の工程は、意見交換会での検討結果を踏まえて、連携プラットフォームの機能、役割（仮

説）を精査し、意見交換会に参加した関係団体を中心に連携プラットフォームの幹事団体候補となる
団体を集め、連携プラットフォーム設立準備会を開催し（2022（令和 4）年 12月 28日）、本
格検討を実施した。設立準備会においては参加団体と連携プラットフォームの機能、役割、幹事団体
の大枠について合意した。 
４つ目の工程では、設立準備会での合意を踏まえ、規約等（前述のとおり）を作成し、一般団体

の募集を開始した（2023（令和 5）年 1月中旬）。 
一般団体の参加募集開始から一定期間をおいて、５つ目の工程として、第１回岐阜県孤独・孤

立対策官民連携プラットフォーム会議を開催した（2023（令和 5）年 2月 27日）。 
６つ目の工程では、開催に合わせてプレスリリースを行い、情報発信を行った。 
 

（ク） 連携プラットフォーム形成における課題と工夫 
岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム形成にあたって生じた課題とそれを克服するために

岐阜県が実施した工夫は以下のとおりである。 
岐阜県の連携プラットフォーム形成の特徴は、県内で中核的な役割を担っている団体を幹事団体と

して選定し、連携プラットフォームでの活動を主体的に担うこととしている点である。中核団体を上手く巻
き込むことで、実効的な議論を迅速に実施することが可能となった。同時に、県下の市町村とのネットワ
ークを活用することで幅広く一般団体を募集し、それらの一般団体とのスムーズな連携も可能としてい
る。 
 

4-２-14 連携プラットフォーム形成にあたって生じた課題と工夫 
課題 工夫 

県内の中核的支援
団体の巻き込み 
（幹事団体設定） 

 連携プラットフォームに幹事団体を設定（前述のとおり）。 
 連携プラットフォームに主体的に参画し、提言する能力を有する県内

の主要な市町村や中核的な支援団体を幹事団体として岐阜県が選
定。 

 中核的な支援団体を幹事団体に位置づけることで、連携プラットフォ
ームにおける活動や情報発信への積極的な参画を促し、支援団体の
知見や発信力を最大限に発揮してもらうことが期待できる。 

県下の全市町村を
巻き込み 

 県下の市町村とは定期的に意見交換会や国の動向等の共有を行
い、協力的な関係を構築。一般団体の応募には市町村からの推薦も
受けており、連携プラットフォームでのスムーズな連携も期待できる。 

スピード感をもって 
連携プラットフォーム
の役割、機能、運営

方法を検討 

 幹事団体候補となる中核的な支援団体等に対するヒアリングや意見
交換会を実施し、民間団体の抱える課題を踏まえて、連携プラットフォ
ームに求められる役割、機能を整理。 
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課題 工夫 
 幹事候補団体に連携プラットフォームの役割、機能、運営方法の検

討段階から参画してもらうことで、限られた期間での役割、機能に関す
るスムーズな合意、連携プラットフォーム立ち上げが可能となった。 

一部団体のみで推
進した方が機動的に
取り組める課題につ
いては分科会を設置

（予定） 

 特定の分野（複合的な分野を含む。）や特定エリアを対象としたテ
ーマに機動的に取り組むことができるように、次年度以降、分科会を
設置することを計画している。 

 関連する団体の密な連携を図り、官民の連携強化、課題解決に向
けた具体的な取組へとつなげることを目指す。 

 
エ 連携プラットフォーム設立後の取組 
（ア） 連携プラットフォーム関係者間の認識共有 
一般団体の募集開始と併せて岐阜県では孤独・孤立対策に取り組んでおり、今後連携プラットフォ

ームでの活動が期待される県関係課職員、市町村職員、民生委員（市町村民児協会長等）、
NPO等の職員を対象として、孤独・孤立に悩む人への支援を届けるための研修会を実施した（試行
的事業として実施）。研修会には約 200人が参加した。 
研修会では、岐阜県内で、孤独・孤立に悩む人に実際に接している人を対象として、孤独・孤立の

概要や孤独・孤立に悩む人への接し方、具体的な支援につなげるための心がけ等の基本的な知識に
ついて学ぶ機会を提供した。行政職員や民生委員等は孤独・孤立問題に精通しているわけではない
ため、本研修を通じて孤独・孤立についての基本的な知識を獲得することができ、孤独・孤立の問題に
取り組んでいく上での基本認識を共有することができた。 
 

4-２-15 県内関係者向けの「孤独・孤立」に関する研修会の概要 
タイトル 「支援を届けるための研修」 

時期 2023年 2月 6日 14時 00分～16時 00分 

方法 ウェビナー 

対象者 県関係課職員、市町村職員、民生委員（市町村民児協会長等）、NPO等の職員 
※県関係課職員や市町村職員は福祉分野で活躍している職員等 

内容 

 孤独・孤立対策のこれから 
認定 NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい 理事長/内閣官房孤独・孤
立対策担当室 政策参与 大西連氏 

 「支援を受ける」ということ 
一般社団法人ぎふ学習支援ネットワーク代表理事/岐阜大学地域科学部准教
授 南出吉祥氏  

効果 
孤独・孤立に悩む人と接する機会が多い人約 200人が参加。 
事後アンケートから、孤独・孤立問題の本質や相談・支援に携わる際に配慮すべきこと等
が理解できたとの回答が多く見られた。 

 
（イ） 住民への孤独・孤立対策の周知 
第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議の開催に合わせて、報道機関向けに

プレスリリースを行った。 
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第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議には報道機関 3社が取材に訪れ、
会議開催の翌日（2023（令和 5）年 2月 28日）には、地元の岐阜新聞、中日新聞において
会議の模様が報道された。 
今後は連携プラットフォームでの活動等を岐阜県のホームページ上等で情報発信し、地域住民にも

孤独・孤立に関する取組について周知を進めていく予定である。 
 

オ 今年度実施した孤独・孤立対策 
今年度、岐阜県で孤独・孤立対策として実施した取組は下図のとおりである。 
 

4-２-16 今年度実施した孤独・孤立対策の概要（試行的事業） 
取組名 内容 期待される効果 実施時期 

孤独・孤立実態調
査 

県内在住者 5,000
人を対象としたWEB
アンケート、レポーティン
グ 

圏域別の孤独・孤立の実態把
握、関係各所への情報共有 

2022.12 
~2023.2 

連携プラットフォーム
構成員による意見交
換会 

県内の支援団体等と
の連携プラットフォーム
に関する意見交換 

連携プラットフォームの機能、運
営方法等に関する関係団体との
協議 

2022.12 

効果的な相談支援
策等の周知 

県ホームページの改修
に向けた検討 

支援策や相談窓口一覧の効果
的な掲載方法に関する検討 

2022.11 
~2023.2 

アウトリーチ型支援の
強化 

市町村職員、NPO職
員、民生委員等を対
象にした研修 

支援が必要な人を的確に支援に
つなげるためのスキルの習得 2023.2.6 

 
岐阜県内の孤独・孤立の現状を把握するためにWEB アンケート形式での実態調査を実施した。

調査結果は、第１回岐阜県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会議で報告し、今後の連携プ
ラットフォーム等を通じた活動の基礎資料として活用していく予定である。 
連携プラットフォーム構成員による意見交換会は、前述のとおり連携プラットフォーム設立工程の一

環として実施したものであり、連携プラットフォームの中核を担うことを期待される関係団体を集め、連携
プラットフォームに求められる機能、役割について意見交換を行った。 
効果的な相談支援策等の周知は、今後の岐阜県ホームページの改修に向けて、現状のホームペー

ジの課題の整理等を実施した。 
アウトリーチ型支援の強化は、前述のとおり、県内関係者向けの孤独・孤立に関する研修（「支援

を届けるための研修」）を開催し、孤独・孤立問題の本質や相談・支援に携わる際に配慮すべきこと
等について対象者の理解を深めることができた。 
 
カ 次年度以降予定する孤独・孤立対策 
次年度以降予定している連携プラットフォームを通じた孤独・孤立対策の取組は以下の３点であ

る。 
１点目はプラットフォーム会議の開催であり、連携プラットフォームの活動方針や県施策等への提言

を募るとともに、参加団体による連携事業や分科会のテーマについての検討を進めていく計画である。 
２点目は参加団体間の活動支援であり、参加団体同士が連携した支援の提供、情報交換のサ

ポート等を想定している。具体的には、事務局による加入団体リストの整理・共有（加入団体の活動
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分野、連絡先（電話番号・メール等）、活動概要等をリスト化し、加入団体に共有することで、円滑
な情報共有を図る。）や取組事例や課題の整理・共有（加入団体へ取組事例や課題を照会・整
理し、他の加入団体に共有することで活用を図る。）、加入団体による連携事業（研修会、シンポジ
ウム等）の実施等を計画している。 
３点目は分科会の設置・開催であり、プラットフォーム会議等での検討結果を踏まえて分科会を必

要性に応じて設置することを計画している。 
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